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議会をインターネットで配信します

ここをクリック

当別町議会では、開かれた議会を目指すため、

12 月議会からユーストリームによる映像配信

を開始します。詳しくは、議会ホームページ

からアクセスしてください。
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○まちづくり基金積立金　　２億円　　　　　　　　　　○ふるさと納税記念品　　　１億円　　　　　○減債基金への積立金８，１７６万円

○当別町商工会への補助金　849 万円　  　■地域ふれあいプレミア付き商品券追加発行支援事業

○地方公共団体情報システム機構負担金　607 万円　　　■個人番号カード交付事業

○町道ほか除排雪業務委託　　500 万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※千円未満四捨五入

9 月定例会

一般会計補正予算歳出の主な内容

平成 27年第 5回当別町議会定例会
（日程　9月１6日～ 10月 1日）

陳情

■安保関連法案の徹底審議のもとに廃案を求める陳情書

陳情団体　当別町農民同盟　　　　　委員長　堀　梅治

公益社団法人北海道勤労者医療協会　当別社員支部

　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長　今野　一三六

全日本年金者組合当別支部　　　　　支部長　相馬　ひろ子

新日本婦人の会当別支部　　　　　　支部長　佐藤　美智子

太美地域社会保障勉強会　　　　　　会長　　菊地　眞生　

　　　　　　　総務文教常任委員会へ付託

（質疑）　　　　　　　　　　

鈴木議員　19 日に参議院本会議で採決が行われ、成立したとい

うことで、引き続き審議することの妥当性がなくなったにもか

かわらず、28 日、30 日に審議をした。この法案が国の根幹、国

のあり方を大きく変えるということで取り扱わないのではなく、

慎重に審議していくということで審議されたのではないのか。当

別町議会として不採択という結論ではなくて、何かいい方法が

なかったのか。

稲村委員長　9 月 19 日に参議院本会議で決定したが、17 日には

決まっておらず、十分に今回の陳情について審議をしたところ

である。28 日、30 日については、報告書の内容についての審議

であった。委員会の中でも色々議論があったが、これからの審

議についてはこの案件ではなく、請願など色々な方法が議員と

してもあると思う。

　　　　　　　　　　　　不採択について賛成多数で決定

意見書　　　　　　　　　　　

■林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化

を求める意見書

　　　　　　　　　　　　　　　全会一致により可決

条例の一部改正

■当別町議会会議規則の一部改正

出産の場合の欠席の届け出について新たに規定するため改正する

■当別町債権管理条例の一部改正

町の債権管理の適正化及び効率化を図るため改正する

     　　　　　　　　　　　　　全会一致により可決

■当別町手数料条例の一部改正

手数料を徴収する事項の追加等を行うため改正する

（反対討論：鈴木議員）

※一般会計補正予算の反対討論と同じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

■当別町個人情報保護条例等の一部改正

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の施行に伴い改正する

（反対討論：鈴木議員）

補正予算と同様に、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴って行われるもので

あり、反対する。

　　　　　　　　　　　　　　　賛成多数により可決

その他

■北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

■北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

■北海道市町村総合事務組合規約の変更

　　　　　　　　　　　　　　　全会一致により可決

補正予算

■一般会計

補正額　　　　　　　  4 億 736 万円（増）

平成 27 年度総額 　　100 億 1,769 万円 

（反対討論：鈴木議員）

年金情報流出問題はひとたび漏えいすれば大きな被害をもたら

すことを示した。さまざまな個人情報を連結するマイナンバー

の危険性は明らかである。マイナンバーは、なりすましの危険

性も指摘されている。１つの番号で個人情報を照合させるマイ

ナンバーは、情報漏えいや悪用の危険を高める。よって、マイ

ナンバー制度関連の予算が計上されている補正予算に反対であ

り、それに伴う個人番号カード再発行にかかわる手数料、当別

町手数料条例の一部を改正する条例制定にも反対である。

　　　　　　　　　　　　　　　賛成多数により可決

■介護保険特別会計

補正額　　　　　　　     2,018 万円（増）

平成 27 年度総額　　 13 億 7,958 万円

　　　　　　　　　　　　　　　全会一致により可決
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■「最低賃金の大幅な引き上げを求める意見書」の提出を

求める陳情　　　　　　　　　　

陳情団体　札幌地区労働組合総連合　　

　　　　　　　　　　　　　議長　　赤坂　正信

■「労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める意

見書」の提出を求める陳情　　　　　　　

陳情団体　　札幌地区労働組合総連合

　　　　　　　　　　　　　　議長　　赤坂　正信

　　　　　　　　　2 件とも全会一致により趣旨採択

平成 27 年第 3回定例会で付託

決算審査

平成２６年度当別町各会計決算審査特別委員会
主な質疑内容

平成 27年第 4回

当別町議会臨時会
（日程　8月 11日）

■当別町総合体育館災害対策対応型再生可能エネルギー等導入工事請負契約

○総合体育館に太陽光発電システム、木質ペレットボイラーなどを設置します。

　※詳細は議会だより 182 号をご覧ください。　

　契約金額　１５７，４６４，０００円　　　　　　　　

全会一致により可決

《総務費》

Ｑ まるごとまちごとハザードマップは、

崖崩れ等に対応できるハザードマップに

なっているのか。

Ａ 土砂災害警戒区域のハザードマップ

については、既に防災マップで作成して

町民へ配布している。

Ｑ コンビニ納税の利用実績は。　

Ａ 23 年度前年比 131％、24 年度 115％、

25 年度 107％、26 年度 105％で、５％か

ら６％ぐらい利用が増えている。

Ｑ まちの魅力発信事業でパンフレット

を発行しているが、２万部をどの場所に

置いたのか。その成果がどのようになっ

ているのか。

Ａ 町の子育て世帯への移住等を増やすこ

とを目的として、町のＰＲパンフレット

を約２万部作成し、約 6,000 枚は札幌市

内の幼稚園並びに保育所に配付。町内商

業施設で使用できるクーポンを添付して

おり、ふれあい倉庫を中心におよそ 8,000

件の使用が確認され、町内への誘客等に

ついて目的が果たせたと考えている。

Ｑ 町勢要覧は、どういった方に配付す

ることを想定しての作成か。また、どの

ような場面で利用することを想定してい

るのか。

Ａ 町勢要覧は、町の基本情報を端的に

まとめた行政資料で、企業誘致や道外で

の当別町ＰＲ、他の自治体から当別町に

議会研修、さまざまな研修で町に立ち寄

られた方への説明用ということで制作し

ている。

Ｑ ふれあいバスについて、今後人口が

減っていく中で負担を抑えていく方法は

検討しているのか。

Ａ 不採算路線の見直しを行い、堅調に

伸びている路線をさらに乗り込みがよく

なるよう充実させ、より効率のよいバス

事業、バス運行形態を続けていかなけれ

ばならないと思っている。

《職員費》

Ｑ ラスパイレス指数などを見て当別町

の職員の給与の全道的、他の町村と比べ

てどうか。

Ａ 26 年度の当別町のラスパイレス指数

は 95.5％。管内では最下位である。

《民生費》

Ｑ 臨時福祉給付金事業と児童福祉費の

子育て世帯臨時特例給付費のそれぞれ支

給決定の対象者数が何名で、それに対し

て申請が何名あったのか。

Ａ 臨時福祉給付金対象者人数は 3,170

人。世帯は 1,607 世帯。実際に支給され

た方が 2,634 人。

Ａ 子育て世帯臨時特例給付金は、支給

決定児童数は 1,367 人。対象児童は、予

算上は 1,500 人を見ている。

《農林水産業費》

Ｑ 当別新産業活性化センターに対する補

助金成果は、どのように評価しているの

か。青年就農給付金の２名は町内の方か。

Ａ センターの取組みで、Ｂｒａｎｄｅ

ｌｉ’については、今後道の駅等の取り

組みにもつながっていくものとして評価

している。グリーンツーリズムは、現在

大阪からの修学旅行を中心に受け入れし

ており、毎年少しずつ増えている。青年

就農給付金は２組で、１組は農家の後継

者が戻ってきた方で、もう 1組は、農外

から入ってきた方である。

《商工労働費》

Ｑ 観光協会への補助金、負担金はどう

評価しているのか。

Ａ 観光協会の補助費の効果について、

判断基準は特にないがフィーカの特産品

等の売り上げや当別町への観光客の入り

込みの数値から、一定の成果が上がって

いるものと認識している。

《土木費》

Ｑ　除排雪事業の成果と課題は。　

Ａ　26 年度の成果として、近場の雪堆

積場の新設をし、排雪の作業自体も雪を

多くためずに排雪を行うことを実施した

ことから、苦情件数も対前年度で４割ほ

ど減ってきている。車両のロータリー除

雪車、大型車の購入に伴い、効率のよい

作業になった。課題等については、オペ

レーター不足、ダンプの不足等々がある。

Ｑ　昨年度１年間の町営住宅修繕料をど

のように見ているか。

Ａ　町営住宅の修繕費は、件数にして

100 件。限られた予算の中で住民の方々

の要望に応えるよう最大限努力してお

り、職員の出動件数も昨年度 101 件あり、

鋭意努力して修繕に対応している。

《教育費》

Ｑ　教育振興費の報償費の内容は。

Ａ　報償費は、スクールアシスタント

ティーチャーの謝礼、英会話講師の謝礼

等。主なものとしては、開かれた学校づ

くりの授業等に対しての講師、特色ある

学校づくり授業に対しての講師、国際理

解教育授業に対しての講師、地域住民、

ＰＴＡ、留学生などの方々を講師に招き

授業を展開している。中学校費も同様で

ある。

Ｑ　当別音頭を守る会に対する補助金

で、当別町の文化財を守るためにもかな

り重要な役割を果たしていると思うが、

支出の効果は。

Ａ　当別町のＰＲ等も担うということが

事業の主体となっている。札幌や当別町

外についてＰＲ活動に積極的に参加をし
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決算審査

歳　出

区　分 平成 26 年度決算額 平成 25 年度決算額 対前年増減

１．議会費 1億 242 万円 1億 138 万円 104 万円

２．総務費 7億 1,327 万円 6億 7,808 万円 3,519 万円

３．民生費 19 億 1,547 万円 15 億 7,702 万円 3億 3,845 万円

４．衛生費 3億 3,081 万円 3億 2,216 万円 865 万円

５．農林水産業費 3億 3,558 万円 2億 6,770 万円 6,788 万円

６．商工労働費 7,783 万円 1億 14 万円 ▲ 2,231 万円

７．土木費 9億 5,044 万円 9億 3,788 万円 1,256 万円

８．消防費 4億 1,771 万円 4億 2,381 万円 ▲ 610 万円

９．教育費 3億 9,908 万円 4億 9,959 万円 ▲ 1億 51 万円

10．災害復旧費 5千円 5千円 0千円

11．公債費 16 億 3,208 万円 16 億 6,891 万円 ▲ 3,683 万円

12．職員費 15 億 1,998 万円 15 億 2,989 万円 ▲ 991 万円

13．予備費 0円 0円 0円

合　計 83 億 9,468 万円 81 億 658 万円 2億 8,810 万円

　職員費　19.4%

　公債費　18.1%

　教育費　4.8%

　消防費　5.0%

　土木費　11.3%

　商工労働費 0.9%

　農林水産業費 4.0%

　衛生費　4.0%

　民生費　22.8%

　総務費　8.5%

会　　　計　　　名 歳　入 歳　出 差　引　額

一般会計 85 億 9,468 万円 83 億 9,468 万円 2億円

国民健康保険特別会計 21 億 9,730 万円 23 億 4,300 万円 ▲ 1億 4,570 万円

下水道事業特別会計 9億 6,913 万円 9億 5,823 万円 1,090 万円

介護保険特別会計 13 億 1,548 万円 12 億 8,103 万円 3,445 万円

介護サービス事業特別会計 6,753 万円 6,747 万円 6万円

後期高齢者医療特別会計 1億 9,757 万円 1億 9,418 万円 339 万円

平成 26 年度

決算認定

　議会は、議長、髙谷議員（監査委員のため）を除く全議員

で構成する平成 26 年度当別町各会計決算審査特別委員会を設

置しました。

　付託された一般会計と５つの特別会計歳入歳出と水道事業

会計の平成 26 年度決算について、平成 27 年 9 月 24、25 日、

10 月１日に審査を行い、原案のとおり認定すべきものと決定

しました。

　議会費　1.2%

ていただき、また町内の各事業、イベン

ト等についても積極的に参加をし、啓蒙、

啓発をしていただき、当別音頭を守る会

の活動に資するということである。

《歳入》

Ｑ　町民税が前年度と比較してマイナス

になっている理由は。

Ａ　25 年度において超大口の分離課税、

譲渡所得課税があり、約２億近くの調定

増になったためである。

Ｑ　不納欠損額が増えているが収入率の

向上をするためにはどうするのか。

Ａ　23 年度からインターネットオーク

ションを利用した動産の公売を実施して

いる。納税資力があるのに納税意識のな

い方に対し、強制徴収をしている。それ

以外に債権差し押えとして預金、給与、

還付金、強制徴収において取れるものに

ついては徴収していく。

Ｑ　当別町民の方が他の自治体へふるさ

と納税、寄附をすることによる当別町の

税収の影響は。

Ａ　26 年度課税分について影響分は、

寄附額が４万 5,000 円、税収減となった

額は１万 2,216 円控除になっている。

《国民健康保険特別会計》

Ｑ　収納率向上をどのように図ろうとし

ているのか、　

Ａ　町民税、固定資産税滞納者の重複も

あるため、それにあわせて措置をし、さ

らに町税とあわせて収納率の向上、収入

未済額の圧縮について努めていく。

《介護保険特別会計》

Ｑ　高齢者の介護リフォームの支給件数

と金額は。

Ａ　居宅介護住宅改修費、決算額につい

て、389 万 4,550 円の支給、住宅改修の

件数は 59 件。介護予防住宅改修費は、

支出済額 316 万 1,700 円で件数は 39 件

である。

《下水道事業特別会計》

Ｑ　下水道受益者負担金と集落排水施設

使用料の調定額に対して収入未済の額が

多い原因は。

Ａ　現年度は 100％で、収入未済は全て

過年度分である。過去の分を積み上げた

金額となっており、色々徴収対策をとり、

年々減少している。今後は、これ以上増

えることはない。

《水道事業会計》

Ｑ　有収率が落ちた原因は。またこれに

対する対応策等を検討しているのか。

Ａ　管の老朽化に伴う漏水等が原因であ

る。管渠はどんどん老朽化しているので、

管渠の更新計画を今後策定して、老朽化

対策を行っていく。
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収　　入 支　　出

収益的収支 5億 1,943 万円 7億 1,212 万円

資本的収支 2,860 万円 1億 8,199 万円

水道事業会計

収益的収支とは

水道水をつくり、家庭などに送り届けるために

必要な支出と、その財源となる収入のことです。

資本的収支とは

水道施設を更新・整備するために必要

な支出と、その財源となる収入です。

平成 26 年度　経営健全化審査意見書から抜粋

会計の名称 資金不足比率（％） 経営健全化判断基準（％） 備　　考

水道事業会計 － 20.0 127,716 千円の黒字である。

※黒字になっているため「－」の表記となっている。

決算審査

区　分 平成 26 年度決算額 平成 25 年度決算額 対前年増減

１．町税 19 億 9,384 万円 21 億 4,188 万円 ▲ 1億 4,804 万円

２．地方譲与税 1億 4,483 万円 1億 5,099 万円 ▲ 616 万円

３．利子割交付金 362 万円 418 万円 ▲ 56 万円

４．配当割交付金 775 万円 364 万円 411 万円

５．株式等譲渡所得割交付金 417 万円 496 万円 ▲ 79 万円

６．地方消費税交付金 2億 914 万円 1億 6,912 万円 4,002 万円

７．ゴルフ場利用税交付金 2,744 万円 2,965 万円 ▲ 221 万円

８．自動車取得税交付金 1,767 万円 3,813 万円 ▲ 2,046 万円

９．国有提供施設等所在
     市町村助成交付金

925 万円 923 万円 2万円

10．地方特例交付金 443 万円 528 万円 ▲ 85 万円

11．地方交付税 37 億 5,340 万円 36 億 5,353 万円 9,987 万円

12．交通安全対策特別交付金 387 万円 405 万円 ▲ 18 万円

13．分担金及び負担金 6,266 万円 5,616 万円 650 万円

14．使用料及び手数料 1億 4,771 万円 1億 5,301 万円 ▲ 530 万円

15．国庫支出金 5億 5,282 万円 5億 6,196 万円 ▲ 914 万円

16．道支出金 4億 4,929 万円 4億 3,050 万円 1,879 万円

17．財産収入 1,992 万円 1,317 万円 675 万円

18．寄附金 1億 1,613 万円 3,307 万円 8,306 万円

19．繰入金 2億 4,723 万円 7,262 万円 1億 7,461 万円

20．繰越金 1億 9,131 万円 1億 6,714 万円 2,417 万円

21．諸収入 1億 6万円 1億 1,968 万円 ▲ 1,962 万円

22．町債 5億 2,815 万円 4億 7,595 万円 5,220 万円

合　計 85 億 9,468 万円 82 億 9,788 万円 2億 9,680 万円

※１万円未満は四捨五入

歳　入

　地方交付税　43.7%

　国庫支出金　6.4%

　道支出金　5.2%

　その他　15.4%

　町　債　6.1%
　町税　23.2%

平成 26 年度当別町各会計決算審査特別委員会
　　　　石川委員長（写真左）岡野副委員長（写真右）

起草委員会

　委員長　　古谷　陽一

　委　員　　山田　　明

　委　員　　鈴木　岩夫

　委　員　　五十嵐　信子

※決算委員会の審査結果の報告文書を作成

する委員会

審査の結果
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一般質問

町長 条例に基づき年２回、財政状況を公表している

財政の決算を年２回の公表について

山﨑　公司　議員

一　般　質　問

（１）当別町の財政について、今期

から毎年２回（中間、期末）公表す

る改善を要求する。町民に、より財

政状況を開示する事で理解度を高め

る事が最大の目的である。多くの市

町村は、年２回の公表に前向きに実

施されている。中間報告などで、議

会、議員の監視・政策提言能力の向

上という議会、議員の支援機能にも

つながると思う。

（２）当別町の財政健全化を示す指

標として、直近（26 年度）の決算

によると、

実質公債費比率　15.4％　

全道平均　10％

将来負担比率　119.1％　　

全道平均 65.9％

いずれも、道内 179 市町村の内、下

位から 15 番目だがこれらをどのよ

うに改善していくのか。その決意と

見通しを町長に伺う。

町長　財政状況の公表について、当

別町においても、条例に基づき年２

回、財政状況を公表している。

　財政健全化の指標の見通しについ

て、平成 26 年度から第２期財政運

営計画に基づき、計画的な財政運営

に努めている。この計画の中で財政

指標に関する目標設置を行ってお

り、計画期間は平成 26 年度から 30

年度までの５年間、実質公債費比率

の目標設定は 12％以下、将来負担

比率は 125％以下である。　

再質問　：１２月の広報に遂行率を

含めた中間の決算を公表して下さ

い。

町長　今後検討していきたい。

災害時の業務継続計画「ＢＣＰ」の

早急な策定を要求する　

　大規模災害などの発生時を行政機

能維持するＢＣＰの策定が当別町は

未だなされていない。

優先して策定すべき６要点について

①首長が不在時の職務代行順位と職

員の参集体制

②本庁舎被災に備えての代替庁舎の

リスト

③非常用発電機や燃料、水、食料の

確保

④防災無線や衛星電話の準備

⑤戸籍など重要データのバックアップ

⑥災害発生後、１週間までの優先業

務の整理

　以上について、当別町の現状につ

いて町長に回答を願う。

町長　本年５月に内閣府より市町村

のためのＢＣＰ作成ガイドの通知が

あった。その作成ガイドでは、ＢＣ

Ｐをどのような文書体系にするかは

各市町村の状況を勘案して、必ずし

も独立した計画書でなくてもよいと

され、また必要な要素が既存の文書

体系に盛り込まれている場合はこれ

で足りるものであるというふうに示

している。内閣府が示しているＢＣ

Ｐは、未策定だが、優先して策定す

るべき６要点のうち５点、①～⑤に

ついては本町において本年６月に全

面的に改正を行った当別町地域防災

計画の中で対策を明記し、実施に移

している。まだ策定していない要点、

災害発生後１週間までの優先業務の

整理ということについては、今後当

別町地域防災計画の中にできるだけ

早く盛り込んでいきたいと考えてい

る。

マイナンバー制度の対応について　

　マイナンバー制度は、高齢化・経

済構造などの大きな変化の中で導入

されるが、行政が行うべき安全管理

措置について

①組織的安全管理措置　　　　　

②人的安全管理措置

③物理的安全管理措置

④技術的安全管理措置　　　　　　

これらについて、実行出来てない点

は、早急に検討の上、実施願う。また、

行政がマイナンバーの幅広い活用を

目指すなら、先ずはその内容を広報、

説明会等で周知徹底し、関心を持た

せるよう町民にていねいに根気よく

説明する必要がある。町長として、

安全管理措置を行政一体となって、

万全な体制で情報の漏えいを絶対に

しない強い決意と考えを伺う。

　

町長　組織的人的安全管理において

は、情報を有する担当課において特

定個人情報保護評価を行い、取り扱

う情報や事務の範囲、担当責任者な

どを明確にしている。また、副町長

をトップとする電子自治体推進委員

会が庁内に組織され、情報セキュリ

ティーの安全確保に向けて取り組ん

でいる。情報管理係には、情報シス

テムに精通した職員として専門知

識、技術を有するシステムエンジニ

アを２名配置し、セキュリティー意

識の啓発などを行うとともに、異常

が発生したとしても職員により直ち

に対応できる体制を整えている。物

理的、技術的安全管理においては、

大切な住民記録などの個人情報がイ

ンターネット回線から完全に分離さ

れているなど、総務省の求める基準

はクリアしており、情報を扱う区域

や職員も限定されている。考えられ

る安全対策には万全を期している。

再質問　：マイナンバーの担当責任

者と部署を公表して下さい。

町長　各々特定個人情報を取り扱う

戸籍、税、福祉等の担当課長が責任

者であるが、統括は企画部広報秘書

課情報管理係が行う。
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一般質問

町長
子育て世帯の経済的負担の軽減といった観点から
も重要な施策であると認識している

乳幼児等医療費助成制度の拡充につ
いて

　
　稲村　勝俊　議員

　本年、当別町子ども発達支援セン

ターが移設落成された。近年、少子

化が進む中、知的、言語、肢体発達

に障害、遅れや不安の児童を対象

に、心身の発達を支援しており、福

祉施策の外部委託化が進む時代、公

共での施設の設置、運営体制、実施

事業の施策に評価をされている、保

護者の受容や育児能力の欠如といっ

た現代社会の課題もあり今後も子ど

もの発達障害の拡大が想定され、身

体や精神の健康を守り育む施策の充

実は、費用対効果の見えにくいもの

ですが高い水準にあり施策の成果が

期待できる、更に安心して子どもを

産み育てられる、乳幼児等医療費助

成制度の拡充について伺う。

　

町長　乳幼児等の医療費助成制度の

拡充について、３月の定例会、６月

の定例会の一般質問で答弁をしたと

おり、必要性については子どもの健

全な教育、育成に寄与するというこ

とや子育て世帯の経済的負担の軽減

といった観点からも重要な施策であ

るという認識をしている。また、子

育て世代の増加をこれから目指して

いくにあたって、それの一助になる

ものであるので、優先的に取り組む

べき施策であると考えている。

　　

医療費助成の拡充を進める考えは

　当別町では国の助成基準の準用か

ら、平成２０年より北海道基準に合

わせた拡大をされたが、近隣自治体

と比較し助成内容の更なる拡充が望

まれており、新篠津村では高校生ま

で医療費が無料、札幌市では中学生

まで入院等の医療費助成が拡大され

ている。

　当別町の人口減少、少子化が当別

町の将来に影響を及ぼし得る危機的

な状況から少子化対策戦略プランが

平成２５年に策定され、札幌市並み

の助成拡大として、中学生までの入

院を一部助成、就学前まで初診料一

部負担金のみで受診可能とした乳幼

児等医療費助成拡充事業案が明記さ

れている。医療費助成は、移住先選

択時に重要視される事項でもあり、

札幌市以上の拡充も選択肢と考え

る。子どもの未来を皆で築き、次代

を担う子どもの育ちを、社会全体で

応援するという観点から、子どもの

医療費助成の拡充を早急に進める必

要があると考えるが、考え方を伺う。

　中学生までの医療費無料化助成に

ついては、財政状況から負担が大き

く激しいと理解をしているが、現行

の要件で小学生まで、中学生まで、

高校生までとした場合の助成負担増

額の想定について伺う。

町長　現行の助成要件のまま、年齢

の要件を３歳から小学校入学前まで

に、小学生から中学生までにそれぞ

れ引き上げた場合、具体的にはどの

程度の財政負担が増加するのか計算

すると、少子化の対策戦略プランに

掲載をしているが、400 万円程度と

試算している。さらに中学生までの

年齢要件を今度高校生までとした場

合には、高校生の場合は入院に至る

ような罹患率などを考慮すると 100

万円に満たないと試算している。子

どもの医療費の助成制度は移住先を

選択する際の重要な施策、重要視さ

れる施策であり、子育て世帯を当別

町に呼び込むためには、少なくとも

札幌市、江別市、石狩市という当

　今年完成した当別町子ども発達支援センター　

別の隣接市を上回る魅力ある制度設

計が必要だと考えている。まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に盛り込み

優先施策として位置づけて検討して

いく。

予算策定までの流れは

　予算策定は予算ありきでなく、当

別町の未来を見据え、総合計画を基

に政策評価を経て組み立てていると

推測するが、予算策定までの流れに

ついて伺う。財源を確保し拡充が実

行され、当別町で子どもを育て住み

続けたい町と考えて頂ける事を期待

する。

町長　予算編成に向けては、町の未

来を見据えた政策評価を経て編成作

業に入っていくというものであった

が、今後は現在策定中のまち・ひと・

しごと創生総合戦略を十分に踏まえ

て予算編成となっていくものと認識

をしている。町を見据えた政策評価

というものに関して、これをやって

いく上で今までのものをどうやって

少しでも削っていくかということも

含めて、事務政策評価などに自ら出

席して、そして将来の政策、未来を

見据えた政策評価というものにお金

が回っていけるように、今後ともさ

らに努めていく。
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一般質問

町長
町行政が一丸となって人口減少対策に取り組んで
いく

人口減少対策について

　佐藤　　立　議員

（１）人口減少は全庁的取り組みが

必要。全ての業務が人口減少対策に

直結するという認識で、組織に横串

を指す発想が重要。町長の認識と決

意を伺う。

町長　掲げている４つの施策の実現

に向けて、人口減少対策を意識して

総合戦略に掲げるプロジェクトは各

部局の施策を超えた発想も大いに含

んでおり、横串を刺すことになると

考える。今後この総合戦略の推進に

当たっては、部局間が連動すること

が重要であるので、町行政が一丸と

なって人口減少対策に取り組んでい

く。

（２）子育て世帯の移住促進のため、

聖域無き予算の組み替えにより子育

て・教育を重視した予算編成をする

必要あり。町長のお考えを伺う。

町長　子育て、教育を重視した予算

編成は極めて重要であると認識して

おり、優先度の非常に高いものとし

て子育て教育を４つの施策の一つに

位置づけしておりまして、予算編成

に今後反映されていくものであると

考える。

子育て・教育を核としたまちづくり

～一貫教育

（１）小中一貫教育の根幹は「15 歳

の子ども像の共有」にあると考える。

教育長のお考えを伺う。

教育長　連続した教育を行うときに

不可欠なのが、育てるべき児童生徒

像を明確にして、教職員全体がそれ

を共有すること。また教職員ばかり

でなくて、保護者、地域住民が共有

することも児童生徒を育てる上で、

学校運営において大変重要なことと

考えている。

（再質問）　町民に対して制度の理

念をより積極的に発信することを望

む。

（２）幼児教育の重要性を踏まえ、

幼小中の一貫した教育が必要。教育

長のお考えを伺う。

教育長　幼児期から義務教育段階へ

の子どもの発達や学びは連続してお

り、幼児期の教育と義務教育とは円

滑に接続されなければいけない。

子育て・教育を核としたまちづくり

～子育て・教育に関する一体的な施

策の推進

（１）子育て部門の教育委員会への

移管について検討状況と今後の方向

性を伺う。

町長　子育て推進課の所掌する事務

事業には、教育的要素と福祉的要素

をあわせ持つ事務事業が複数あり、

次年度以降の移管に向けて具体的に

協議を進めている。

（２）教育委員会をゆとろへ移転す

れば窓口が集約され利便性が向上

し、職員間の意思疎通も円滑になる。

町長のお考えを伺う。

町長　幼児教育が教育委員会の所掌

事務となったとしても、教育委員会

全体の業務を総合的に判断すると、

ゆとろに移転することが必ずしもベ

ストとは判断をしていない。移転の

スペース等の物理的な問題も生じ

る。

（３）放課後学習会は、福祉部と教

育委員会が共同し学習補助教材の整

備をすれば子供たちによりよい学習

環境を提供出来る。教育長のお考え

を伺う。

教育長　進度に応じて北海道教育委

員会作成のチャレンジテスト等を活

用しており、今後学校と連携を密に

しながら、より効果の高い教材の提

供もしていく予定である。

（４）ファミリーサポート事業は登

録しても利用していない会員も多

い。利用していない会員にアンケー

ト調査を実施し、より詳細な実態の

把握に努めれば、質や利便性を高め

より多くの町民の子育てを支援でき

る。町長のお考えを伺う。

町長　子育て支援施策のとして重要

な役割を担う事業であることから、

引き続き事業の周知に力を入れると

ともに、利用者の視点に立ち、より

利用しやすい事業となるように努め

ていく。

子育て・教育を核としたまちづくり

～子どもの遊び場整備について

（１）公園遊具の整備にはニーズを

踏まえつつ選択と集中が必要。公園

遊具長寿命化計画の策定状況と今後

の公園整備の方向性を伺う。

町長　町内 16 の都市公園施設につ

いて、平成 26 年度から事業化に向

けて着手をし、今年度内の策定に向

けて現在作業中である。方向性につ

いては、地域のメインとなる公園か

ら補助事業を活用しながら取り進め

ていく。

（２）公園命名権売却の検討状況を

伺う。

町長　施設の部分的な命名権も含め

て、アイデアが出てきており、その

ルールづくりを進めている。

（３）大規模な公園遊具の更新・整

備では、町民や移住候補者を巻き込

んだ公園づくりにより、移住促進の

効果も。町長のお考えを伺う。

町長　今回の総合戦略の中の目玉の

一つであるＣＣＲＣプロジェクトの

関連の中で佐藤議員の考え方が活か

せればと考える。

（４）小中学校・役場等の公共施設

建て替えに備え、プレイハウス機能・

児童館機能の一体的整備についても

検討する必要あり。検討状況と今後

の取り組みを伺う。

町長　横断的な部局における検討と

いうものは必須であり、具体的に建

てかえの計画が今後出てきた際に

は、必要に応じて多機能施設として

の一体的整備の可能性を追求していく。
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一般質問

町長
今後当別町の特性を生かした事業となるよう努める

介護保険事業計画について
　

鈴木　岩夫　議員

　平成 29 年度より要支援１，２の方

の、いわゆる訪問介護とデイサービ

スについては順次利用者が新しい総

合事業によるサービス給付へ移行す

るとあるが、具体的にどのように移

行するのか伺う。

　住みなれた町で住み続けられるま

ちづくりを進めるためにも、町として

さまざまな困難を抱えている利用者一

人一人にしっかり寄り添い、これまで

の生活を継続できるようあらゆる手だ

てを尽くす考えがあるか伺う。

町長　介護予防の訪問介護及び通所

介護のサービス利用者は、平成 29

年度１年をかけて順次新しい総合事

業に移行し、平成 30 年度に全員が

この新しい総合事業のサービス利用

者になる。国から大枠を示されてい

るが、詳細については地域ケア会議

で専門部会を立ち上げ、住民が求め

ているサービスや適正な住民負担に

ついて、本年度より協議を開始した

ところである。今後当別町の特性を

生かした事業となるよう努める。

鳥獣被害対策について

　鳥獣被害は、今後どのように推移

していくと考えているか伺う。農業

10 年ビジョンに鳥獣被害に対する

事業をしっかり組み込む考えがある

か伺う。

町長　鳥獣による年間の被害額は、

年々増えており、道は、緊急対策に

より石狩を含む西部地域において、

24 年度には増加を食い止め、減少

に転じた可能性があると公表してい

るが、今後も注視が必要と認識して

いる。当別町鳥獣被害対策協議会

で、わなの貸し出しや捕獲に対する

報奨等の被害防止対策に取り組んで

おり、町でも協議会の活動経費を負

担している。国、道に対し、補助事

業に係る予算確保についても要望し

ていきたい。

まち・ひと・しごと創生総合戦略に

ついて

　当別町第５次総合計画の内容が、

まち・ひと・しごと創生総合戦略に

どのように反映されているのかを伺

う。道の駅建設における軟弱地盤改

善のための時間は本当に１年で可能

なのか伺う。道の駅建設計画を含め、

当別町全体の産業発展の全体構想に

ついて広く町民の意見を聞き、計画

に反映させていく考えがあるか伺う。

町長　第５次総合計画の施策を十分

包含した形で、掲げた重点施策をま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に反

映させていく。盛土高による期間調

整、さらには建物、外構、用水路、

などあらゆる事情を踏まえ、平成

29 年９月の開業にあわせた作業工

程を組んでおり、期間不足という事

態にはならない。

マイナンバー制度について

　マイナンバー制度を予定どおり実

施することによって、なりすましの

事故が起こることはないのか伺う。

制度の説明に当たっては、ことさら

利便性だけを強調し、危険性を隠す

ようなことはしないこと。また、個

人番号カードはあくまでも希望者が

申請するものであり、使用を強制し

てはならないと考えるが、町長の見

解を伺う。

町長　日本のマイナンバー制度では、

本人確認を厳格に行うことで防ぐこ

とになっている。本人確認では、個

人番号に格納された電子情報とパス

ワードを組み合わせて確認、カード

交付時における顔認証システムの導

入、個人番号カードに施される偽造

小学生、中学生のスマートフォン等の
使用状況が大幅に増加

防止策など不正利用防止のためのい

くつもの対策がとられているので、

予定されている制度の実施でなりす

まし事故につながるとは考えていな

い。個人番号カードの申請は、任意

であり、カードを所有することで利

便性の享受とあわせて本人の管理方

法等による危険性も想定されるので、

個人番号カードの案内や説明につい

ては、リスクと安全への対策を含め

て説明していくことが重要である。

児童生徒の学習状況と体力について

　学力テストとあわせて行われた学

習状況調査における児童生徒の実態に

ついて伺う。また、体力は全道、全国

と比較してどうなっているかを伺う。

教育長　26年度調査の結果であるが、

小学生は、早寝早起き型の生活習慣

が定着している。携帯電話やスマー

トフォンの使用状況が大幅に増加。

中学生は早寝早起き型の生活習慣は

小学生に比べると弱まっている。携

帯電話やスマートフォンの使用状況

が全国平均より多い結果である。体

力合計点は全国平均と比較して、小

学校では男子、女子ともに下回る結

果である。中学校では、男子は全国

平均を上回っている。女子は、体力

合計点、全部下回る結果となった。

小中一貫校について

　平成 29 年を目途に進められる一

体型の小中一貫校について、今後ど

のような工程で町民の合意形成に向

けた努力が払われるのか伺う。

教育長　質問の平成 29 年を目途に

ということは、今まで発言したこと

はない。基本方針において有識者、

学校関係者、保護者、地域住民等で

構成される小中一貫教育推進懇談会

を設置、開催し、その中で一貫教育

についての理解や推進する際の課題

等について検討を行っていく。
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一般質問

町長
月額給料の改定を行う考えはないが、独自に年収
の削減を図っている

町三役の手当４５％の特別加算止め、
町民の切実な要望に応える費用に回せ

　澁谷　俊和　議員

　給食センターの調理風景　

の中に管理職はいるのか。

町長　町民にとって、部長、課長は

ともかく、その他の職名が役場との

相談時に大きく影響するとは思って

いない。一方、職員にとっては与え

られたその職名が職員としての自覚

を高め、かつ職務の責任を果たすこ

とにつながり、それが町民サービス

の向上にも寄与していると認識して

いるので現状の職名を継続していき

たいと考えている。表彰事例と件数

は、平成に入ってからは４件。表彰

事例として、人命救助、多年にわた

る町の広報紙の４コマ漫画の掲載、

犯罪者の逮捕協力がある。町職員の

自主研修の利用状況は、平成 26 年

は３件、25 年は３件、24 年も３件で、

今年度は現時点では１件である。現

時点において町外から通勤している

職員は全体で 53 名。そのうち管理

職については８名である。

就学援助制度の配慮は

　学校給食について、当別町では、

今年は学校給食がスタートして 20

周年になる。子ども達が給食を喜ん

で残さず食べているのかどうか。そ

の実態を改善なども含め伺う。貧困

の連鎖を断ち切る一つとして就学援

助制度があり、素晴らしい制度だが、

受ける率の推移、また色々な配慮な

ども伺う。

教育長　学校給食は栄養バランスを

考えて、日本食も大切にしながら、

米、パンを主食にバラエティーに富

んだ献立になるように心がけてい

る。また、成長期の味覚発達段階に

おいていろいろな味を経験させるこ

とや不足しがちな栄養素を多くとれ

るよう工夫もしている。

　申請については十分プライバシー

保護に配慮し、書類の提出先につい

て学校でも教育委員会でも可能であ

り、保護者が選択できるようにして

いる。平成 26 年度、215 人の児童

生徒が就学援助の適用を受けてい

る。

町営住宅の建て替えについて

　具体的な展望を年次別に団地毎に

分かり易く示すべきではないか。該

当する入居者は不安が一杯である。

早め早めの通知をしていただきた

い。

町長　当別町町営住宅長寿命化計画

にその全貌を示し、維持管理計画に

基づき、事業内容を具体化しながら

原則実施している。今後町営住宅に

関する事業を進めるにあたり、入居

者の皆様が不安を抱かれることのな

いように、十分配慮しながらお知ら

せしていく。

道の駅について

　一番大事な見込み人数（台数）を

決める通行量について 337 号から

112 号を差引いた（札幌大橋から

渡って）車輌台数が何台なのか何回

か聞いても答えが返ってこなかっ

た。本当に赤字にならない道の駅が

できるのか。

町長　札幌大橋を降りた部分が約

２万 5,000 台、14 線へ左折してい

く車が約 4,900 台のため、約２万台

が直進をしている。ただ平成 17 年

の数値であるため、四車線化工事完

成時の２万 2,700 台が通るという数

値が開発局のほうから出ており、道

の駅の前を通るのは約２万 3,000 台

と推定している。

　経済情勢、社会情勢、政治情勢、

などがあり、実施前から見極めるこ

とは不可能であり、考えられる、あ

らゆるマイナス要因をなくし、失敗

作にならないように行政挙げて実施

していく。

　

　町民の生活実態や町財政の厳しさ

から見ても又全道 144 町村長の給与

比較で実質トップである。

　その中通常手当にプラスして

45％の特別加算は直ちに止めるべ

きであり、3 級以上の職員に対して

15％以内の特別加算と合わせ、約

1,500 万円のお金を予算が無いから

と押さえている町民の切実な要望に

応え回すべきである。再度見直す気

はないか伺う。

　

町長　私自身給与は他の町村と比べ

て上位にあることは認識している

が、月額給料の改定を行う考えはな

い。ただ、独自の判断で期末手当の

削減を行い、年収の削減を図ってい

る。本年度も財政状況、それから社

会情勢を判断し、期末手当の独自削

減を町長だけではなく、副町長、教

育長、三役で適用している。本年度

の首長としての年収では、石狩管内

市町村の８団体中７番目の状況にあ

る。

簡明な職名に改善する考えは

　職員の職名について、現在使われ

ている部長、課長、係長の他に参与、

参事、主幹、主査、主任、主事となっ

ており、小さな職場の中で何故こん

なに複雑な職名を使うのか多くの町

民は分かりづらいと評判があまり良

くない。

　どなたが役場にきてもその職名を

聞くと仕事の中味や責任の度合いな

どがすぐ分かるような簡明な職名に

改善すべきと思うが考えを伺う。

　職員のやる気を引き出す制度（自

主研修等も）や表彰制度が設けられ

ているが、活用状況や表彰該当事例

などを伺う。町長は何度も人を呼び

込む魅力ある町づくりを訴えている

が、肝心要の役場職員が未だ町外か

ら通っているのは何人いるのか。そ
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一般質問

教育長
新設、既存施設の活用について複数の検討案を示
し、町部局と協議をしている。

図書館について
　

五十嵐　信子　議員

　平成２６年４月に「当別町図書

館像検討委員会」を設置し、本年

２月には「当別町にふさわしい

図書館像の具体的な構想につい

て」示された答申書が出された。

答申が示されてから７ヶ月が経過

した。町民の皆様もこの答申はと

ても興味深く、期待しているとの

お声も上がっているが、その後こ

の課題について現在まで具体的に

どのように検討されてこられたの

か進捗状況を伺う。また委員会の

答申では当別町にふさわしい図書

館の基本的な方向性が明確に示さ

れている。図書館はいつまでもそ

こに居たくなると地域住民に親し

まれ図書館に来るとどんなことで

も学べ、活動も出来るなど町民に

とって充実した時間が過ごせ、コ

ミュニケーションの場としての複

合施設となるよう整備していくべ

きである。今後図書館設置の検討

に対する具体的なスケジュール

と、予算の措置などどのようにお

考えになっておられるのか伺う。

教育長　図書館について、本年３

月に開催された第１回当別町議会

定例会において、会派公明党、桐

井議員の代表質問に、教育委員会

で、新設なのか既存施設の活用な

のかを検討し、今後町部局とも協

議していくと答えた。教育委員会

としては、他自治体の施設建設費

を参考とした概算の費用等で新

設、既存施設の活用について複数

の検討案を示し、町部局と協議を

している。現在教育委員会として

条件をもう少し細かく設定して、

改めて複数案を作成し、事業費積

算について建設課へ依頼すること

となっている。この施設の新設や

既存施設の活用は、相当の費用と

時間を要すので、教育委員会とし

ては答申をいただいた中ですぐに

実施できる機能の充実と環境整備

について既に実施している項目が

ある。

　例えば、１つは、複本の購入に

ついては極力行わないということ

とした。それから、２つ目は、西

当別コミュニティーセンター図書

室における集う場がないというこ

とであったので、施設内であれば、

他の会議室等であっても借用の手

続をせず図書室の本の持ち出しを

可能とした。さらに３つ目、人員

について、司書の資格を有する職

員を１名増員し、学習交流セン

ター、西当別コミュニティーセン

ター、それぞれの図書室の機能の

強化や情報の共有を行っている。

そのほか、学校図書館と連携を一

層とるということも可能になって

きている。この図書室の機能充実

については、今後も可能な限り速

やかに推進していく。具体的なス

ケジュールと予算措置等の考えに

ついて、町部局との協議結果を

もって具体的なスケジュールを今

後作成し、適切な時期に必要な予

算を措置していく考えである。

ふるさと納税について

　毎年沢山の当別町出身のお方や

当別町を応援して下さる皆様から

のご寄附は地域・産業振興等に活

用させていただいている。今、地

方創生に伴う様々な施策があり限

られた財源の中での事業実現は大

変難しいことと思うが、町長より

ふるさと納税は「当初二千万円で

したが昨年は一億円を超え現時点

では、わずか半年で二億円を超え

ている」との答弁があった。ふる

さと納税が増えていくことに町民

の多くの皆様も大いに期待と感心

を寄せておられる。これまで予

算上の制約で実現が難しかった取

組みなどの後押しに活用していく

べきと思う。他の自治体では、ご

寄附して下さる方が明確に使途の

想像出来るよう、例えば子育て支

援の為、保険・医療・福祉支援の

為、図書充実の為、または、図書

館建設に関する事業の為、コミュ

ニティ活動・ＮＰＯ団体支援の為

の事業など自治体の特色に合わせ

選択することが出来る。当別町も

基金を設立し使途に基づいて各事

業の財源とし町づくりの充実に役

立たせるお考えがあるか伺う。

町長　ふるさと納税の、寄附者に

よる使い道の指定については、今

年度１万件以上寄附件数がある中

で、寄附者からの申し込みの際に、

コメントをいただけるようにして

いるが、寄附者からの使い道に対

する要望はほとんどない状況にあ

る。町を応援したい、あるいは寄

附者の真心というものは大切にし

ていきたいと思うので、今後寄附

者から使い道に対して、要望が増

えてきて、これにより寄附がさら

に増えてくる場合は使い道指定に

ついて検討をしていきたいと考え

ている。

　　

　　　　　　図書館の検討状況は

　（写真は西当別コミュニティーセンター図書室）
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町に人を呼び込む施策の展開について

山田　　明　議員

一般質問

町長
各イベントを連携させ、各団体の連携機能を担う
組織を早急に立ち上げることが必要である

市外から多くの人が集まる姉妹都市
宇和島市の「牛鬼まつり」

　当別町では、年間を通じて各団体

による様々なイベントが開催され、

一定の集客力を示しています。これ

らのイベントを、さらに魅力あるも

のにしていく為に、観光的要素を加

味した連携体制を構築する事が必要

と考える。２年後には「道の駅」の

開業も予定されており、総体的に現

状のイベントの再構築を考える事

が、町長の描く「人を呼び込む」施

策に結びつくと考える。その為に

は、司令塔的な組織を設置し、各団

体間の調整機能を有する専門的なセ

クションが必要と考えるが、見解を

伺う。また、組織の設置と共にイベ

ントをマネージメントすべき、観光

についての専門的な知識を持った人

材も必要と考えるが、併せて伺う。

さらには、道内市町村では、地域お

こしの為、「地域おこし協力隊」を

公募し、活用している例も多くあり、

中にはそのまま地域に安定された例

もある。町職員も減少している中、

その様な制度の活用も必要と考える

が、見解を伺う。

町長　多くの人を町外から呼び込む

ためには、町挙げての祭りの構築が

必要と考える。そのためには、各イ

ベントを連携させ、各団体の連携機

能を担う組織について、早急に立ち

上げることが必要であると考えてい

る。国においては観光の活性化を通

じて、地方創生を推進すべく地域全

体の観光マネジメントを担う観光組

織、日本版ＤＭＯ育成の方針である

が、本町の祭りづくりにおいては、

行政、住民、企業等、さまざまな観

光の担い手が一体的に取り組むこと

が必要と考えている。地域おこし協

力隊制度については、道内各市町村

で活用されていると聞いているが、

人材を広く募る上で有効な手段の一

つと考えている。今後さまざまな手

法を取り入れながら人材の確保に努

めていく。

　

空き家対策について

　今年の３月、当別町空き家等の適

正管理に関する条例が制定され、町

内会長と連携し、定期的な巡視や住

民からの情報収集に努めていると捉

えているが、現状、空き家の実態調

査は、どの程度進んでいるのか。ま

た、所有者や連絡先等のリストは作

成されたのか伺う。次に今年の５月

に完全施行された「空き家対策特別

措置法」を町として、どの様に活用

するのか。また、特に対策が必要な

「特定空き家」の認定基準をどの様

に判定し、どの様な措置を講じるの

か。さらには、北海道へ技術や法務

知識を有する職員等を支援要請する

考えはないか。また、不動産業と連

携し、空き家バンク制度を導入する

考えはないか伺う。人口減少が続い

ている中、今後も空き家は、増加傾

向であると捉えているが、専門部署

の設置や、地域と連携した空き家対

策協議会等の組織体制を早急に整え

る必要があると考えるが、町長の見

解を伺う。

　町ですべての危険空き家を除去す

る事は、財政的にも不可能である。

そこで空き家条例に新たな制度を設

け、助成等により地域での管理や利

活用を促し、“自治の力”で問題解

決を図る施策も必要と考えるが、町

長の見解を伺う。

町長　平成 26 年６月議会後、全町

内会長から空き家の実態について聞

き取りしたところ、123 件の情報を

把握し、本年９月１日現在、123 件

のうち 37 件が入居や解体などによ

り空き家状態が解消され、33 件が

居住されていない。これらは、空き

家、廃屋基本台帳として個別に管理

及びリスト化をしており、所有者と

連絡がとれている状況にある。残り

の 53 件は、継続して現地調査、所

有者の把握、関係機関からの情報収

集などを行っている。さらに町内に

ある空き家を有効に活用して、移住

及び安定促進並びに住環境の向上を

図るために不動産事業者との連携の

もと、いわゆる空き家バンクの開設

に向けて現在準備作業を進めてい

る。空き家対策特別措置法の施行に

よって空き家の所有者の特定のため

に固定資産課税台帳の情報の活用が

できるようになり、倒壊のおそれや

衛生上問題のある特定空き家に対す

る改善、要請、指導ができることに

なった。なお、この特定空き家の判

断や是正措置を行うにあたり、弁護

士及び建築士などの専門知識を有す

る人材が必要となる。専門家の人材

確保に関しては、北海道が進めてい

る空き家等対策に関する取組方針に

よる支援を活用していく。

　当面は、空き家担当課のような新

たな専門部署の設置については考え

ていない。空き家の有効活用に向け

ては、不動産業者、商工会、住んで

みたい当別推進協議会などと連携し

た協議会を設置し、情報共有や意見

交換を行い、空き家バンクの推進を

図っていきたい。
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議会報告会

議　会　報　告　会

　当別町議会は、今回で 5回目となる議会報告会をゆとろと西当別コミュニティ－センターで開催しました。

　町内会の役員、 各団体の方々を対象とし、 議会報告と総合戦略の策定について意見を伺いました。

　　　　

ゆとろ（当別町総合保健福祉センター）

　８月５日（水）午後６時　参加人数 52 人

西当別コミュニティ－センター

８月７日（金）午後６時３０分　参加人数　28 人

詳しい質疑応答については議会ホームページをご覧ください

総合戦略に関する主な意見

○総合戦略について、 当別町は、 森林

の面積が相当占めているが、林業は載っ

ていないので、 検討すべきと考える。

○高齢になってもこの町に住んでいける

ようなシステムづくりが必要である。 特

に、 高齢になると、 自分の土地を除雪

できなくなり、 年金暮らしでなかなか人

に頼めない。 こういう実態をしっかり捉え

ないと、 人が出て行ってしまう。

○当別町に総合運動公園が全くない。

若葉は、サッカーと野球となっているが、

今は野球だけである。 総合運動公園

の設置を考えてほしい。

総合戦略に関する主な意見

○町外から通っている町職員に、 極力

当別町の住民になってもらい、 自ら人

口増加の策をとるべきと思う。

○道の駅の入り込み数を 40 万人と推

定しているが、 建物だけ作って儲から

ないということを危惧している。

○道の駅の建設用地は、 札幌から来る

と右折しなければならず、 国道から入り

ずらく停滞すると思われる。 入り込み数

は減ると感じる。

○木質バイオマスの活用で、 ペレット

ボイラーを採用するとある。 輸入ペレッ

トを使うのではなく、 地元で活用でき

るチップボイラーの設置を検討してほし

い。

ゆとろ （当別町総合保健福祉センター） 開催

▼日　時　　　平成 27 年 11 月 10 日 （火） 12 日 （木）　１８時～

西当別コミュニティーセンター開催

▼日　時　　　平成 27 年 11 月 13 日 （金）　18 時 30 分～

※事前の申し込みは不要です。

※詳しいことは、 町内回覧および議会ホームページをご覧ください。

次回議会報告会開催のご案内
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委員会報告

産業厚生常任委員会

平成２７年第５回定例会関係（平成 27 年 9 月 16 日）主な質疑内容

町内所管事務調査（平成 27 年 8 月 20 日）

　　米の生育状況の視察（蕨岱地区） 　　下水道管工事の視察（太美地区）

《建設水道部》

Ｑ　除雪の労務単価はどのくらい上

昇したのか。また燃料費は当初予算

ではいくらだったのか

Ａ　労務単価は平均で約 2％上昇。

普通作業員 13,500 円→ 13,800 円　

特殊作業員 16,400 円→ 16,700 円　

特殊運転手 16,300 円→ 16,600 円　

一般運転手 13,700 円→ 14,000 円　

世話役 18,500 円→ 18,800 円　

交通整理人 8,900 円→ 9,100 円　

（すべて日額）　

燃料費は当初軽油 131 円で予算を

組んでいたが、今回は 136 円で見

ているが発注段階では、その時点の

単価になる。

Ｑ　公園施設の撤去の 8 公園の名前は。

Ａ　第 3 エメラルド公園（六軒町）、

なのはな公園（太美）、つくしんぼ

公園（太美南）、のびのび公園（太美）、

さくら広場（太美）、青空広場（太美）、

阿蘇公園（元町）、栄公園（栄町）。

Ｑ　土木費の道路維持費の中で、砂

利道路補修委託を増額しているが、

補修場所は。

Ａ　グレーダーという砂利を敷きな

らす機械の単価契約であり、特定の

砂利道路を補修するわけではなく、

大雨等で砂利が流されたときに走ら

せ、砂利が足りなければ、資材用の

補足砂利で補足をしながら路面整正

を行う内容なので、場所は全町の砂

利道である。

Ｑ　町道の舗装と砂利道の割合は。

Ａ　舗装道路が 397 路線、一部で

も砂利が含まれている路線が 142

路線。合計で 539 路線。26％が砂

利道路である。

《住民環境部》

Ｑ　マイナンバー制度について、

10 月 5 日から始めることで間違い

はないか。情報を漏らさないことを

前提として行っていると思うが、今

回の補正では、情報漏えいを防ぐた

めの措置はどういうことを行ってい

るのか。

Ａ　10 月 5 日から開始で間違いな

い。通知カードの配布については、

配送の事務に時間を要する関係で、

手元に届くのが 11 月末までを目途

に進めている。セキュリティー関係

について、今回の補正については、

カードの交付に関する事務取り扱い

手数料に関してであり、費用の中に

セキュリティーについては計上され

ていない。

Ｑ　個人番号カードの再交付の手数

料 800 円は、国の基準によるものか。

Ａ　番号カード、通知カードともに

国から示されている。

《経済部》　　　　

Ｑ　前回のプレミア商品券の販売状

況と今回の 3,000 セットはいつから

販売するのか。使用期間はいつまで

か。

Ａ　前回は、一般販売と優先販売に

分けて実施した。優先販売は、６月

１日付けで当別町に住所を置いてい

た方に、優先販売のはがきを送付し、

2,992 人、5,702 セットが販売された。

一般販売は、優先販売後に実施し、

７月１２日から売り切れた１５日ま

での４日間販売し、10,298 セット、

が販売された。今回の販売は、１１

月１日からの販売を予定し、販売日

から利用可能で、１月末か２月中旬

までの利用期間を予定している。

Ｑ　今回の販売は、優先販売か一般

販売か。

Ａ　一般販売で検討しているとのこと。

Ｑ　事務費 249 万 2 千円の内訳と

期日が過ぎて換金されなかった商品

券はどのように処理をするのか。

Ａ　事務費の内訳として、周知のた

めのチラシ、ポスターの制作、商品

券の印刷、臨時職員、警備員の経費

などである。有効期限を過ぎると使

用不能となる。

Ｑ　土地貸付収入の 36,000 円につ

いて、残り 9 ヶ月で割り返すと月

4,000 円だが、駐車スペースに使用

すると、1 台分か 2 台分か。算出根

拠は。

Ａ　現地確認したが、駐車は約 3 台

分だが、正確に測ったわけではない。

算出根拠は当別町行政財産使用条例

があり、第２条の規定に基づいてい

る。㎡あたり年額 567 円で、該当

地が 77.36 ㎡である。
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委員会報告

平成２７年第５回定例会関係（平成 27 年 9 月 17 日）主な質疑内容

総務文教常任委員会

議会広報特別委員会広報研修会
(8 月 19 日 札幌市）

　　　　　　講師の長岡氏

《総務部》

Ｑ　債権管理条例の一部を改正する

条例は、今まで出来なかった事が条

例改正によって、可能になる事例は

どういうものがあるのか。

Ａ　例えば町営住宅料の関係につい

ては、質問調査権が付与されていな

かったので、入居者がどういう生活

状況であるのかを職権で調査が出来

なかった。不良債権を処理するに当

たって、地方税法上で規定されてい

る税務課で持っている租税債権で処

置した内容について、あるいは入居

者がどういう生活状態であるのか等

の判断材料の情報を提供する事に

よって、住宅料未納の不良債権を処

理する事になる。　     

《企画部》  

Ｑ　プロジェクト推進費の旅費の道

内視察先４市町村は何処なのか。モ

ニター用のペレットストーブの設置

は町内の何処に設置するのか。

Ａ　視察先は、下川町、滝上町、伊

達市、苫小牧市の４市町を予定して

いる。木質ペレットストーブは、今

の段階では、ふれあい倉庫または役

場のいずれかに設置したいと考えて

いる。

Ｑ　道外の視察先はどこなのか。

Ａ　道外は、群馬県の上野村を予定

している。

Ｑ　新篠津村との連携事業の 650

万円は、具体的にはどういうものか。

Ａ　北海道町村会と北海道による、東

京２３区と連携し、首都圏の人を北海

道に呼び込む支援事業であり、石狩振

興局管内の町村で事業を実施する協議

会を立ち上げて、その協議会へ負担金

として支出するものである。

教授の講演会を開くものである。

Ｑ　視察はどこに行く予定か。メン

バーはどういうメンバーなのか。

Ａ　来年１月２９日、３０日に、小

中一貫教育全国サミットに参加する

予定である。事務局から２名の参加

を予定している。

Ｑ　教育委員会の方針として、小中

一貫をどのように進めていく考えな

のか。

Ａ　一貫教育については、既に教育

委員会としては基本方針を定めてい

るので、その基本方針に基づいて進

めさせていただきたい。

Ｑ　弁華別小中学校の跡地利用につ

いては、今後の教育委員会の対応は

まとまっているのか聞きたい。

Ａ　弁華別小中学校の跡地利用につ

いては、平成２５年度に地元からの

要望もあり、今後地元の意見を聞い

た後、具体的にどうするのかを検討

していきたい。

　　北海道町村議会議長会主催に

よる、 議会広報研修会がポール

スター札幌で開催され、 議会広報

特別委員会委員が参加しました。

　　議会広報誌の表現基本と題し、

講師の長岡光弘氏から、 紙面編

集のポイントや表現の基礎知識の

講義がありました。

Ｑ　具体的にどういう事業か。

Ａ　新篠津村の負担額と合わせて、

1,300 万円の事業費であり、内訳と

してチラシ作成、アンケート調査、

首都圏での説明会の会場使用料、お

ためし暮らしツアー、職員旅費等の

諸経費等である。北海道、北海道町

村会が調整役になり、戦略的に全道

的に展開して行う事業である。

Ｑ　事業の委託先については、き

ちっと精査して決めるようにしてい

るのか。

Ａ　昨年度は、北海道銀行と連携し

た首都圏での企業誘致セミナーの実

施の際には、事業者の実績等を勘案

して十分な精査をしており、今回は

北海道、札幌市等の事業で首都圏で

の実績があるなど、事業実施につい

て問題のない数社と委託していく事

としたい。

《教育委員会》

Ｑ　小中一貫教育事業の講演会の目

的やねらいはどういう事なのか。

Ａ　１０月２７日（火）に、ゆとろ

で保護者と地域住民を対象として、

仮称「学校と教師を変える小中一貫

教育」と題して、京都産業大学西川
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定例会開催予定　次回の当別町議会定例会は 12 月 8 日から予定しています。

編　集　後　記

8 月 3 日

8 月 4 日

8 月 5 日

8 月 7 日

8 月 11 日

8 月 19 日

8 月 20 日

8 月 26 日

8 月 27、28 日

9 月 2 日

9 月 11 日

9 月 16 日

9 月 17 日

9 月 18 日

9 月 24 日

9 月 25 日

議会運営委員会
千葉県議会行政視察来庁

（視察内容：コミュニティバスについて）
宮城県登米市議会行政視察来庁

（視察内容：地域担当職員制度について）
議会報告会（ゆとろ）
議会報告会（西当別コミセン）
議会運営委員会　議員協議会
平成 27 年第 4 回臨時会
北海道町村議会議長会広報研修会
議会広報特別委員会
産業厚生常任委員会
清水町議会行政視察来庁

（視察内容：自主防災組織の支援について）
議会運営委員会道内所管調査（日高町、芽室町）
議会運営委員会
議会運営委員会
議会運営委員会　議員協議会
平成 27 年第５回定例会　産業厚生常任委員会
総務文教常任委員会
平成 27 年第５回定例会
平成 26 年度当別町各会計決算審査特別委員会
平成 26 年度当別町各会計決算審査特別委員会
議会広報特別委員会

9 月 28 日

9 月 29 日

9 月 30 日

10 月 1 日

10 月 5、6 日

10 月 7 日

10 月 8 日

10 月 9 日

10 月 15 日

10 月 20 日

10 月 21、22 日

10 月 23 日

10 月 27 日

総務文教常任委員会
平成 27 年第５回定例会
平成 27 年第５回定例会
総務文教常任委員会　議会運営委員会
平成 26 年度当別町各会計決算審査特別委員会
平成 27 年第５回定例会　議員協議会
議会広報特別委員会
総務文教常任委員会道内所管事務調査

（津別町　中標津町）
議会広報特別委員会
愛知県飛島村議会行政視察来庁

（視察内容：道の駅および当別ブランド事業について）
議会運営委員会
議会広報特別委員会
熊本県芦北町議会行政視察来庁

（視察内容：議会改革について）
議会広報特別委員会
産業厚生常任委員会道内所管事務調査

（南富良野町、当麻町、比布町）
議会広報特別委員会
茨城県常陸太田市議会行政視察来庁

（視察内容：移住促進事業および共生型事業
について）
議員協議会

議会のうごき（平成27年8月～平成27年10月）

　　９月１６日 （水） ～１０月１日 （木） に第５回定例会が

開催され、 本会議 ・ 各委員会で様々な議論が展開さ

れました。 今回は、 決算審査特別委員会が設置され、

平成２６年度の決算について審査が行われました。

　　一般質問は、 ７名の議員が行い、 町政全般、 教育

行政全般にわたって町長 ・教育長の姿勢を質しました。

　　８月には、 議会報告会も開催されるなど今回の議会だ

よりは、 盛りだくさんの内容となっています。

　　町民により身近な議会をめざして町民の声に耳を傾

け、 議会改革にも継続して取り組んでいます。

「傍聴者からよく見えるところで一般質問を。」 「議会報

告会には、 一般町民も参加を。」 の声には、 すぐにでき

ることはすぐ実行するを心がけ進めているところです。 ま

た、 今定例会より試験的にインターネット中継が開始さ

れ、 １２月議会から本格運用します。

　　少しずつですが、 住民の代表として頼りになる議会を

目指して、 引き続き改革を進めていくこととなっています。

　　そのためにもぜひ住民の皆様からのご意見 ・ ご要望を

お待ちしております。

　　　　

議会広報特別委員会　

　　　　　　　　　　　　　　委員　　鈴木　岩夫

　道内所管事務調査　　道内所管事務調査　
議会運営委員会
道内所管事務調査

日高町、芽室町　

(8 月 27、28 日）

総務文教常任委員会
道内所管事務調査

　津別町、中標津町　

(10 月 5、6 日）

研修内容　

・通年議会について

・一般質問の一問一答について

・議会改革について

産業厚生常任委員会
道内所管事務調査

南富良野町、当麻町、比布町

(10 月 21、22 日）

研修内容　

・乳幼児等医療費助成制度について

・木質バイオマス、雪氷エネルギーの福祉施設

　等への活用について

・公営住宅の再編と林産業の再生について

・子育て応援の取組みについて

研修内容　

・木質バイオマスについて

・小中一貫教育について

　　　　　　議場にて研修（芽室町） 　今年に完成した小中一貫校の視察（中標津町） 　　　木質バイオマス施設の視察（南富良野町）


